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〇

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
号

　

国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
宮
城
県
土
地
利
用

基
本
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
書
は
、
宮
城
県
庁
（
企
画
部
地
域
振
興
課
）
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
業
地
域
及
び
森
林
地
域
の
一
部
変
更

二　

宮
城
県
土
地
利
用
基
本
計
画
書
の
全
部
変
更

　
　

宮
城
県
土
地
利
用
基
本
計
画
書
の
全
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。
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宮
城
県
土
地
利
用
基
本
計
画
書

前
文
　
土
地
利
用
基
本
計
画
の
性
格

　
本
土
地
利
用
基
本
計
画
（
以
下
「
本
基
本
計
画
」
と
い
う
。）
は
，
宮
城
県
の
区
域
に
つ
い
て
，
適
正
か
つ
合
理

的
な
土
地
利
用
を
図
る
た
め
国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
49年

法
律
第
92号

）
第
９
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
利
用
計

画
（
全
国
計
画
及
び
宮
城
県
計
画
）
を
基
本
と
し
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
基
本
計
画
は
，
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
く
土
地
取
引
規
制
及
び
遊
休
土
地
に
関
す
る
措
置
，
土
地
利
用
に
関

す
る
他
の
諸
法
律
に
基
づ
く
開
発
行
為
の
規
制
そ
の
他
の
措
置
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
基
本
と
な
る
計
画
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
都
市
計
画
法
（
昭
和
43年

法
律
第
100号

），
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
44年

法

律
第
58号

），
森
林
法
（
昭
和
26年

法
律
第
249号

），
自
然
公
園
法
（
昭
和
32年

法
律
第
161号

），
自
然
環
境
保
全

法
（
昭
和
47年

法
律
第
85号

）
な
ど
（
以
下
「
個
別
規
制
法
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
諸
計
画
に
対
す
る
上
位
計
画

と
し
て
行
政
部
内
の
総
合
調
整
機
能
を
果
た
す
と
と
も
に
，
土
地
取
引
に
関
し
て
は
直
接
的
に
，
開
発
行
為
に
つ
い

て
は
個
別
規
制
法
を
通
じ
て
間
接
的
に
規
制
の
基
準
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。

第
１
　
土
地
利
用
の
基
本
方
向

変
更
し
た
地
域
の
名
称

登
米
農
業
地
域

登
米
森
林
地
域

栗
原
森
林
地
域

加
美
森
林
地
域

仙
台
森
林
地
域

大
和
森
林
地
域

大
衡
森
林
地
域

市
町
村
名

登
米
市

登
米
市

栗
原
市

加
美
町

仙
台
市

大
和
町

大
衡
村

変　
更　
し　
た　
地　
区

迫
町
北
方
字
東
富
永
、
同
字
川
戸
沼

及
び
同
字
太
田
河
の
各
一
部

迫
町
北
方
字
川
戸
沼
の
一
部

栗
駒
深
谷
宇
南
沢
、
栗
駒
深
谷
本
桐

及
び
栗
駒
深
谷
馬
場
前
の
各
一
部

高
清
水
中
の
沢
の
一
部

宮
崎
字
北
の
一
部

宮
崎
字
北
の
一
部

泉
区
実
沢
字
男
生
山
の
一
部

泉
区
北
高
森
の
一
部

鶴
巣
小
鶴
沢
字
井
戸
神
沢
、
同
字
三

田
及
び
同
字
関
場
の
各
一
部

鶴
巣
大
平
字
勝
負
沢
の
一
部

中
央
平
の
一
部

変
更
の
内
容

二
十
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

九
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

三
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

二
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

十
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

九
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

三
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

三
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

十
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小
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１
　
県
土
利
用
の
基
本
方
向

　
県
土
の
利
用
は
，
県
土
が
現
在
及
び
将
来
に
お
け
る
県
民
の
た
め
の
限
ら
れ
た
資
源
で
あ
る
と
と
も
に
，
生
活

及
び
生
産
を
通
ず
る
諸
活
動
の
共
通
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
，
公
共
の
福
祉
を
優
先
さ
せ
，
自
然
環
境

の
保
全
を
図
り
つ
つ
，
地
域
の
自
然
的
，
社
会
的
及
び
文
化
的
条
件
に
配
意
し
て
，
健
康
で
文
化
的
な
生
活
環
境

の
確
保
と
県
土
の
均
衡
あ
る
発
展
を
図
る
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
て
，
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
本
県
の
県
土
利
用
を
め
ぐ
る
諸
条
件
の
変
化
を
み
る
と
，
人
口
減
少
と
高
齢
化
の
進
展
の
中
で
，
中
心
市
街
地

の
空
洞
化
，
低
未
利
用
地
や
耕
作
放
棄
地
な
ど
の
増
加
に
よ
り
，
都
市
，
農
山
漁
村
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
土
地

の
利
用
効
率
が
低
下
し
て
い
る
。
ま
た
，
県
土
の
安
全
や
自
然
と
の
共
生
・
循
環
を
重
視
し
た
県
土
利
用
へ
の
要

請
及
び
良
好
な
景
観
の
形
成
な
ど
に
対
す
る
志
向
が
高
ま
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
，
以
下
の
基
本
方
向
に
よ
り
，
よ
り
良
い
状
態
で
県
土
を
次
世
代
へ
引
き
継
ぐ
こ

と
が
で
き
る
「
持
続
可
能
な
県
土
管
理
」
の
実
現
を
図
る
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　
県
土
の
有
効
利
用

　
都
市
的
土
地
利
用
に
つ
い
て
は
，
土
地
の
高
度
利
用
と
と
も
に
低
未
利
用
地
の
有
効
利
用
を
促
進
し
，
自
然

的
土
地
利
用
に
つ
い
て
は
，
農
用
地
，
森
林
な
ど
の
適
正
な
保
全
と
耕
作
放
棄
地
な
ど
の
適
切
な
利
用
を
図
る

も
の
と
す
る
。

　
　
�
　
県
土
利
用
の
質
的
向
上

　
安
全
で
安
心
で
き
る
県
土
利
用
，
自
然
と
の
共
生
・
循
環
を
重
視
し
た
県
土
利
用
，
美
し
く
ゆ
と
り
あ
る
県

土
利
用
と
い
っ
た
観
点
を
基
本
と
す
る
。

　
　
�
　
土
地
利
用
転
換
の
適
正
化

　
土
地
利
用
の
転
換
に
つ
い
て
は
，
い
っ
た
ん
転
換
し
た
後
に
元
の
地
目
に
戻
す
こ
と
は
容
易
で
な
い
こ
と
，

生
態
系
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
の
様
々
な
循
環
系
や
景
観
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
，
自
然
的
土

地
利
用
の
維
持
を
基
本
と
し
て
，
慎
重
な
配
慮
の
下
で
計
画
的
に
行
う
。

　
　
�
　
地
域
間
の
適
切
な
調
整

　
交
通
網
の
発
達
な
ど
に
よ
り
人
々
の
行
動
範
囲
が
拡
大
す
る
中
で
，
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
な
ど
特
定
の

土
地
利
用
が
他
の
土
地
利
用
に
及
ぼ
す
影
響
の
広
域
性
に
配
慮
し
た
地
域
間
の
適
切
な
調
整
を
図
る
も
の
と
す

る
。

　
２
　
地
域
類
型
別
の
土
地
利
用
の
基
本
方
向

　
都
市
，
農
山
漁
村
及
び
自
然
維
持
地
域
の
土
地
利
用
に
当
た
っ
て
の
基
本
方
向
は
，
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

　
な
お
，
こ
れ
ら
の
地
域
の
相
互
の
関
係
性
を
考
慮
し
て
，
相
互
の
機
能
分
担
，
交
流
・
連
携
と
い
っ
た
地
域
間

の
つ
な
が
り
を
考
慮
す
る
。

　
　
�
　
都
市

　
都
市
に
お
い
て
は
，
中
心
市
街
地
な
ど
へ
の
都
市
機
能
の
集
約
を
進
め
つ
つ
，
既
成
市
街
地
に
お
い
て
は
，

再
開
発
な
ど
に
よ
り
土
地
利
用
の
高
度
化
を
図
る
と
と
も
に
，低
未
利
用
地
の
有
効
利
用
を
促
進
す
る
。
ま
た
，

災
害
に
対
す
る
安
全
性
を
高
め
，
災
害
に
強
い
都
市
構
造
の
形
成
を
図
る
と
と
も
に
，
都
市
活
動
に
よ
る
環
境

へ
の
負
荷
の
低
減
に
努
め
る
。
さ
ら
に
，
美
し
く
良
好
な
街
並
み
景
観
の
形
成
，
豊
か
な
居
住
環
境
の
創
出
，

緑
地
及
び
水
辺
空
間
に
よ
る
生
態
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
な
ど
に
よ
り
，
ゆ
と
り
あ
る
快
適
な
都
市
環
境
の

形
成
を
図
る
。

　
　
�
　
農
山
漁
村

　
農
山
漁
村
に
お
い
て
は
，
優
良
農
用
地
及
び
森
林
を
確
保
す
る
と
と
も
に
，
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止
及
び

復
元
並
び
に
間
伐
な
ど
の
手
入
れ
の
不
十
分
な
森
林
の
増
加
防
止
に
努
め
，
そ
れ
ら
の
有
効
利
用
を
図
る
。
ま

た
，
豊
か
で
美
し
い
農
山
漁
村
に
お
け
る
景
観
，
県
土
の
生
態
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持
・
形
成
を
図
る
と
と

も
に
，
都
市
と
の
機
能
分
担
や
交
流
・
連
携
を
促
進
す
る
こ
と
を
通
じ
，
効
率
的
な
土
地
利
用
に
努
め
る
。

　
　
�
　
自
然
維
持
地
域

　
高
い
価
値
を
有
す
る
原
生
的
な
自
然
を
含
む
地
域
な
ど
自
然
環
境
の
保
全
を
旨
と
し
て
維
持
す
べ
き
地
域
に

つ
い
て
は
，
県
土
の
生
態
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
上
，
中
核
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
か
ら
，
野
生
生
物
の
生

息
・
生
育
空
間
の
適
切
な
配
置
や
連
続
性
を
確
保
し
つ
つ
，
自
然
環
境
が
劣
化
し
て
い
る
場
合
は
再
生
す
る
こ

と
な
ど
に
よ
り
，
適
正
に
保
全
す
る
。
あ
わ
せ
て
適
正
な
管
理
の
下
で
，
自
然
体
験
・
学
習
な
ど
の
自
然
と
の

ふ
れ
あ
い
の
場
と
し
て
の
利
用
を
図
る
。

　
３
　
地
域
別
の
土
地
利
用
の
基
本
方
向

　
地
域
の
区
分
は
，
県
土
の
自
然
的
，
社
会
的
，
経
済
的
諸
条
件
を
考
慮
し
て
県
中
南
部
地
域
，
県
北
西
部
地
域

及
び
県
北
東
部
地
域
の
３
地
域
区
分
と
す
る
。

 

　
　
�
　
県
中
南
部
地
域

　
こ
の
地
域
の
土
地
利
用
に
つ
い
て
は
，
他
の
地
域
よ
り
も
都
市
的
土
地
利
用
の
割
合
が
高
い
一
方
で
，
森
林

地
域
の
範
囲

地
域
の
区
分

（
広
域
仙
台
都
市
圏
）
仙
台
市
，
塩
竈
市
，
名
取
市
，
多
賀
城
市
，
岩
沼
市
，
亘
理
郡
，

宮
城
郡
，
黒
川
郡

（
広
域
仙
南
圏
）
白
石
市
，
角
田
市
，
刈
田
郡
，
柴
田
郡
，
伊
具
郡

県
中
南
部
地
域

（
広
域
大
崎
圏
）
大
崎
市
，
加
美
郡
，
遠
田
郡

（
広
域
栗
原
圏
）
栗
原
市

県
北
西
部
地
域

（
広
域
登
米
圏
）
登
米
市

（
広
域
石
巻
圏
）
石
巻
市
，
東
松
島
市
，
牡
鹿
郡

（
広
域
気
仙
沼
・
本
吉
圏
）
気
仙
沼
市
，
本
吉
郡

県
北
東
部
地
域
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が
面
積
の
約
６
割
を
占
め
る
と
い
う
自
然
豊
か
な
地
域
特
性
を
生
か
し
，
持
続
可
能
な
集
約
市
街
地
の
形
成
，

東
北
圏
の
発
展
を
先
導
す
る
中
枢
都
市
圏
の
形
成
，
豊
か
な
自
然
と
共
生
し
，
環
境
と
調
和
し
た
生
活
空
間
の

形
成
を
図
る
も
の
と
し
，
次
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
す
る
。

　
都
市
部
に
つ
い
て
は
，
国
際
交
流
，
産
業
経
済
，
学
術
研
究
な
ど
の
多
様
な
都
市
機
能
の
高
度
化
と
集
積
が

見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
，
周
辺
地
域
に
お
け
る
自
然
的
土
地
利
用
と
の
調
和
を
図
り
な
が
ら
，
土
地
利
用
の
高

度
化
と
低
未
利
用
地
の
有
効
利
用
を
促
進
し
計
画
的
に
良
好
な
市
街
地
の
形
成
と
再
生
を
図
る
。
そ
の
際
，
防

災
拠
点
の
整
備
や
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
な
ど
に
よ
り
安
全
性
の
向
上
に
努
め
る
と
と
も
に
，
緑
地
や
水

辺
空
間
の
保
全
，
創
出
を
促
進
し
，
潤
い
の
あ
る
快
適
な
都
市
環
境
の
形
成
を
図
る
。

　
農
村
部
に
つ
い
て
は
，
農
業
の
生
産
性
の
向
上
と
高
付
加
価
値
化
を
図
る
た
め
，
優
良
農
用
地
の
確
保
と
生

産
基
盤
の
整
備
を
推
進
す
る
。

　
山
間
部
に
つ
い
て
は
，
林
業
の
振
興
に
加
え
，
豊
富
な
森
林
資
源
と
観
光
資
源
を
有
す
る
こ
と
か
ら
，
木
材

生
産
，
県
土
保
全
及
び
環
境
教
育
な
ど
の
諸
機
能
が
高
度
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
適
切
な
整
備
・
保
全
を
図
る
と

と
も
に
，
観
光
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
地
域
と
し
て
の
機
能
の
充
実
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
沿
岸
部
に
つ
い
て
は
，
海
岸
保
全
施
設
の
整
備
を
推
進
し
，
県
土
の
保
全
と
住
民
の
安
全
性
の
確
保
に
努
め

る
。

　
な
お
，
松
島
や
蔵
王
連
峰
，
船
形
連
峰
な
ど
の
優
れ
た
自
然
環
境
や
水
資
源
，
歴
史
的
・
文
化
的
資
源
の
保

全
に
十
分
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　
県
北
西
部
地
域

　
こ
の
地
域
の
土
地
利
用
に
つ
い
て
は
，
農
用
地
と
森
林
が
面
積
の
約
８
割
を
占
め
る
と
い
う
地
域
特
性
を
生

か
し
つ
つ
，
大
崎
市
古
川
地
域
の
中
核
的
都
市
機
能
と
各
市
街
地
と
の
広
域
連
携
機
能
の
強
化
を
図
る
と
と
も

に
，
環
境
と
調
和
し
た
快
適
な
生
活
空
間
の
整
備
を
促
進
し
，
地
域
資
源
や
高
速
交
通
網
を
生
か
し
た
産
業
の

育
成
・
集
積
を
進
め
，
豊
か
な
自
然
・
広
大
な
田
園
環
境
と
と
も
に
暮
ら
せ
る
地
域
の
形
成
に
努
め
る
も
の
と

し
，
次
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
す
る
。

　
都
市
部
に
つ
い
て
は
，
周
辺
地
域
に
お
け
る
自
然
的
土
地
利
用
と
の
調
和
を
図
り
な
が
ら
，
都
市
機
能
の
維

持
と
市
街
地
の
整
備
改
善
を
促
進
す
る
。
そ
の
際
，
緑
地
や
水
辺
空
間
の
保
全
，
創
出
を
促
進
し
，
美
し
く
ゆ

と
り
あ
る
市
街
地
の
形
成
を
図
る
。

　
農
村
部
に
つ
い
て
は
，
地
域
の
主
要
産
業
で
あ
る
農
業
の
生
産
性
の
向
上
と
高
付
加
価
値
化
を
図
る
た
め
，

広
大
で
肥
沃
な
大
崎
耕
土
，
金
成
耕
土
な
ど
の
優
良
農
用
地
の
確
保
と
生
産
基
盤
の
整
備
を
推
進
す
る
。
あ
わ

せ
て
，
美
し
い
農
村
景
観
の
保
全
，
復
元
を
進
め
魅
力
あ
る
田
園
空
間
の
形
成
に
努
め
る
。

　
山
間
部
に
つ
い
て
は
，
林
業
の
振
興
に
加
え
，
県
土
保
全
及
び
環
境
教
育
な
ど
の
諸
機
能
が
高
度
に
発
揮
さ

れ
る
よ
う
森
林
の
適
切
な
整
備
・
保
全
を
図
る
と
と
も
に
，
優
れ
た
自
然
景
観
及
び
歴
史
・
文
化
資
源
を
生
か

し
，
観
光
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
地
域
と
し
て
の
機
能
の
充
実
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
，
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
湿
地
，
栗
駒
国
定
公
園
な
ど
の
豊
か
な
自
然
環
境
や
歴
史
・
文
化
資
源
の
保
全
に

十
分
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　
県
北
東
部
地
域

　
こ
の
地
域
の
土
地
利
用
に
つ
い
て
は
，
金
華
山
三
陸
沖
漁
場
と
リ
ア
ス
式
海
岸
を
生
か
し
た
良
港
を
数
多
く

抱
え
る
一
方
で
，
内
陸
部
で
は
豊
富
な
森
林
資
源
と
肥
沃
な
優
良
農
用
地
に
恵
ま
れ
た
地
域
特
性
を
生
か
し
，

地
域
内
外
と
の
広
域
的
な
連
携
と
交
流
の
基
盤
と
な
る
高
速
交
通
網
の
整
備
に
伴
い
都
市
的
土
地
利
用
へ
の
転

換
が
さ
ら
に
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
，
地
域
活
性
化
と
自
然
的
土
地
利
用
の
維
持
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た

計
画
的
な
土
地
利
用
を
図
る
と
と
も
に
，
歴
史
や
文
化
，
景
観
と
い
っ
た
魅
力
あ
ふ
れ
る
地
域
資
源
の
活
用
と

保
全
に
努
め
る
も
の
と
し
，
次
に
よ
り
対
処
す
る
も
の
と
す
る
。

　
都
市
部
に
つ
い
て
は
，
周
辺
地
域
に
お
け
る
自
然
的
土
地
利
用
と
の
調
和
を
図
り
な
が
ら
，
石
巻
市
・
気
仙

沼
市
の
中
核
的
都
市
機
能
と
各
市
街
地
と
の
連
携
を
強
化
す
る
と
と
も
に
，
既
存
市
街
地
の
有
効
利
用
を
優
先

し
，
徒
歩
生
活
圏
内
に
様
々
な
都
市
機
能
が
集
約
さ
れ
た
だ
れ
も
が
暮
ら
し
や
す
い
市
街
地
の
形
成
を
図
る
。

　
農
村
部
に
つ
い
て
は
，
農
業
の
生
産
性
の
向
上
と
高
付
加
価
値
化
を
図
る
た
め
，
広
大
で
肥
沃
な
登
米
耕
土

な
ど
，
北
上
川
流
域
を
中
心
と
し
て
優
良
農
用
地
の
確
保
と
生
産
基
盤
の
整
備
を
推
進
す
る
。

　
山
間
部
に
つ
い
て
は
，
林
業
の
振
興
に
加
え
，
水
源
の
か
ん
養
な
ど
の
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
が
高
度

に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
，
森
林
の
適
切
な
整
備
・
保
全
を
図
る
。

　
沿
岸
部
に
つ
い
て
は
，
過
去
の
津
波
被
害
を
踏
ま
え
た
海
岸
保
全
施
設
の
整
備
を
推
進
し
，
県
土
の
保
全
と

住
民
の
安
全
性
の
確
保
に
努
め
る
。
ま
た
，
各
種
港
湾
・
漁
港
周
辺
地
域
に
お
け
る
土
地
の
有
効
利
用
を
図
り
，

水
産
業
な
ど
地
域
の
基
幹
産
業
の
振
興
に
努
め
る
。

　
な
お
，
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
湿
地
，
こ
の
地
域
特
有
の
リ
ア
ス
式
海
岸
に
代
表
さ
れ
る
豊
か
な
海
辺
環
境
な
ど

恵
ま
れ
た
自
然
環
境
や
地
域
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
歴
史
，文
化
資
源
の
保
全
に
十
分
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

　
４
　
土
地
利
用
の
原
則

　
土
地
利
用
は
，
土
地
利
用
基
本
計
画
図
に
図
示
さ
れ
た
都
市
地
域
，
農
業
地
域
，
森
林
地
域
，
自
然
公
園
地
域

及
び
自
然
保
全
地
域
の
五
地
域
ご
と
に
，
そ
れ
ぞ
れ
次
の
原
則
に
従
っ
て
適
正
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
，
土
地
利
用
規
制
の
観
点
か
ら
み
て
無
秩
序
な
施
設
立
地
な
ど
の
問
題
が
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
域
に

つ
い
て
は
，
地
域
の
環
境
を
保
全
し
つ
つ
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
土
地
利
用
の
実
現
を
図

る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
，
五
地
域
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
地
域
に
お
い
て
は
，
当
該
地
域
の
特
性
及
び
周
辺
地
域
と
の
関
連
な

ど
を
考
慮
し
て
適
正
な
土
地
利
用
を
図
る
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　
都
市
地
域
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都
市
地
域
は
，
一
体
の
都
市
と
し
て
総
合
的
に
開
発
し
，
整
備
し
及
び
保
全
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
で
あ
る
。

　
都
市
地
域
の
土
地
利
用
に
つ
い
て
は
，
良
好
な
都
市
環
境
の
確
保
，
形
成
及
び
人
口
減
少
と
高
齢
化
の
進
展

に
対
応
し
た
だ
れ
も
が
暮
ら
し
や
す
い
コ
ン
パ
ク
ト
で
機
能
的
な
都
市
の
形
成
に
配
慮
し
つ
つ
，
効
率
的
な
利

用
を
図
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
，
新
た
な
土
地
需
要
が
あ
る
場
合
に
は
，
低
未
利
用
地
の
再
利
用
を
優
先
さ
せ

る
一
方
，
農
用
地
や
森
林
な
ど
の
自
然
的
土
地
利
用
か
ら
の
転
換
に
つ
い
て
は
，
慎
重
な
配
慮
の
下
で
計
画
的

に
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
イ
　
市
街
化
区
域

　
市
街
化
区
域
（
都
市
計
画
法
第
７
条
第
１
項
に
よ
る
市
街
化
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
お
い
て
は
，

安
全
性
，
快
適
性
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
，
既
存
の
社
会
資
本
を
最
大
限
に
活
用
し
な
が
ら
，
日
常
生

活
で
必
要
と
な
る
多
様
な
都
市
機
能
が
揃
い
，
自
動
車
を
使
わ
な
く
て
も
生
活
で
き
る
利
便
性
の
高
い
市
街

地
の
形
成
を
図
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
，
住
宅
地
，
商
業
地
な
ど
の
適
切
な
配
置
，
熱
環
境
改
善
に
資
す
る

緑
地
・
水
面
の
保
全
・
創
出
と
適
切
な
配
置
に
よ
り
，
都
市
活
動
に
よ
る
環
境
へ
の
負
荷
が
少
な
い
都
市
の

形
成
を
図
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
，
市
街
化
区
域
内
の
農
地
に
つ
い
て
は
，
良
好
な
都
市
環
境
の
形
成
の
観
点
か
ら
も
保
全
を
視
野
に

入
れ
，
計
画
的
な
利
用
を
図
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
ロ
　
市
街
化
調
整
区
域

　
市
街
化
調
整
区
域
（
都
市
計
画
法
第
７
条
第
１
項
に
よ
る
市
街
化
調
整
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に

お
い
て
は
，
特
定
の
場
合
を
除
き
，
都
市
的
な
利
用
を
避
け
，
良
好
な
都
市
環
境
を
保
持
す
る
た
め
の
緑
地

な
ど
の
保
全
を
図
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
ハ
　
そ
の
他
の
都
市
計
画
区
域

　
市
街
化
区
域
及
び
市
街
化
調
整
区
域
に
関
す
る
都
市
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
都
市
計
画
区
域
に
お
け

る
用
途
地
域
（
都
市
計
画
法
第
８
条
第
１
項
第
１
号
に
よ
る
用
途
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
内
の
土
地

利
用
に
つ
い
て
は
，
市
街
化
区
域
に
お
け
る
土
地
利
用
に
準
ず
る
も
の
と
し
，
用
途
地
域
以
外
の
都
市
地
域

に
お
い
て
は
，
土
地
利
用
の
動
向
を
踏
ま
え
，
自
然
環
境
及
び
農
林
地
の
保
全
に
留
意
し
つ
つ
，
都
市
的
な

利
用
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　
農
業
地
域

　
農
業
地
域
は
，
農
用
地
と
し
て
利
用
す
べ
き
土
地
が
あ
り
，
総
合
的
に
農
業
の
振
興
を
図
る
必
要
が
あ
る
地

域
で
あ
る
。

　
農
業
地
域
の
土
地
利
用
に
つ
い
て
は
，
農
用
地
が
食
料
供
給
源
と
し
て
国
民
の
最
も
基
礎
的
な
土
地
資
源
で

あ
る
と
と
も
に
，
良
好
な
生
活
環
境
や
自
然
環
境
の
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
，
現
況
農
用
地
は
極

力
そ
の
保
全
と
有
効
利
用
を
図
る
と
と
も
に
，
県
土
の
有
効
利
用
，
生
産
性
の
向
上
な
ど
の
見
地
か
ら
農
用
地

区
域
（
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
８
条
第
２
項
第
１
号
に
よ
る
農
用
地
等
と
し
て
利
用
す
べ
き

土
地
の
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
お
い
て
今
後
新
た
に
必
要
と
さ
れ
る
農
用
地
を
計
画
的
に
確
保
，
整

備
す
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
，
耕
作
放
棄
地
に
つ
い
て
は
，
県
土
の
有
効
利
用
並
び
に
県
土
及
び
環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら
，
周
辺

土
地
利
用
と
の
調
整
を
図
り
つ
つ
，
地
域
住
民
の
理
解
を
得
る
こ
と
に
努
め
な
が
ら
，
農
用
地
へ
の
復
元
を
積

極
的
に
促
進
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
農
用
地
へ
の
復
元
が
困
難
な
場
合
に
は
，
地
域
の
実
情
に
応
じ
て

森
林
な
ど
へ
の
転
換
を
図
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
イ
　
農
用
地
区
域

　
農
用
地
区
域
内
の
土
地
は
，農
業
生
産
の
基
盤
と
し
て
確
保
さ
れ
る
べ
き
土
地
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
，

土
地
改
良
，
農
用
地
造
成
な
ど
の
農
業
生
産
基
盤
の
整
備
を
計
画
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
，
他
用
途
へ
の

転
用
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
　
ロ
　
農
用
地
区
域
を
除
く
農
業
地
域
内
の
農
地
等

　
農
用
地
区
域
を
除
く
農
業
地
域
内
の
農
地
等
に
つ
い
て
は
，
都
市
計
画
な
ど
農
業
以
外
の
土
地
利
用
計
画

と
の
調
整
を
了
し
た
場
合
に
は
，
そ
の
転
用
は
極
力
調
整
さ
れ
た
計
画
を
尊
重
し
，
農
業
生
産
力
の
高
い
農

地
，
集
団
的
に
存
在
し
て
い
る
農
地
，
又
は
農
業
に
対
す
る
公
共
投
資
の
対
象
と
な
っ
た
農
地
（
以
下
「
優

良
農
地
」
と
い
う
。）
は
，
後
順
序
に
転
用
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
，
農
業
以
外
の
土
地

利
用
計
画
と
の
調
整
を
了
し
な
い
地
域
及
び
農
業
以
外
の
土
地
利
用
計
画
の
存
し
な
い
地
域
に
お
い
て
は
，

優
良
農
地
の
転
用
は
原
則
と
し
て
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　
森
林
地
域

　
森
林
地
域
は
，
森
林
と
し
て
利
用
す
べ
き
土
地
が
あ
り
，
林
業
の
振
興
又
は
森
林
の
有
す
る
諸
機
能
の
維
持

増
進
を
図
る
必
要
が
あ
る
地
域
で
あ
る
。

　
森
林
地
域
の
土
地
利
用
に
つ
い
て
は
，
森
林
が
木
材
生
産
，
県
土
保
全
，
水
源
の
か
ん
養
，
保
健
休
養
，
自

然
環
境
の
保
全
な
ど
の
多
面
的
機
能
を
通
じ
て
県
民
生
活
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
，
必
要

な
森
林
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
，
森
林
の
有
す
る
諸
機
能
が
高
度
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
適
切
な
整
備
・
保
全

を
図
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
，
原
生
的
な
森
林
や
貴
重
な
動
植
物
が
生
息
・
生
育
す
る
森
林
な
ど
自
然
環
境
の
保
全
を
図
る
べ
き
森

林
に
つ
い
て
は
，
そ
の
適
正
な
維
持
・
管
理
を
図
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
イ
　
保
安
林

　
保
安
林
（
森
林
法
第
25条

第
１
項
又
は
第
25条

の
２
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
に
よ
る
保
安
林
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
に
つ
い
て
は
，
県
土
保
全
，
水
源
の
か
ん
養
，
生
活
環
境
の
保
全
な
ど
の
諸
機
能
の
積
極
的

な
維
持
増
進
を
図
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
，
適
正
な
管
理
を
行
う
と
と
も
に
他
用
途
へ
の
転
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用
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
　
ロ
　
保
安
林
以
外
の
森
林
地
域

　
保
安
林
以
外
の
森
林
地
域
に
つ
い
て
は
，
多
面
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
も
の
と
し
，
林
地
の
保
全
に

特
に
留
意
す
べ
き
森
林
，
施
業
方
法
を
特
定
さ
れ
て
い
る
森
林
，
水
源
と
し
て
依
存
度
の
高
い
森
林
，
優
良

人
工
造
林
地
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
天
然
林
な
ど
の
機
能
の
高
い
森
林
に
つ
い
て
は
，
極
力
他
用
途
へ
の
転
用

を
避
け
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
，
森
林
を
他
用
途
へ
転
用
す
る
場
合
に
は
，
災
害
の
発
生
，
環
境
の
悪
化
な
ど
，
森
林
の
多
面
的
機

能
の
低
下
を
防
止
す
る
こ
と
に
十
分
配
慮
し
て
，
周
辺
の
土
地
利
用
と
の
調
和
を
図
る
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　
自
然
公
園
地
域

　
自
然
公
園
地
域
は
，
優
れ
た
自
然
の
風
景
地
で
，
そ
の
保
護
及
び
利
用
の
増
進
を
図
る
必
要
が
あ
る
地
域
で

あ
る
。

　
自
然
公
園
地
域
の
土
地
利
用
に
つ
い
て
は
，
豊
か
で
多
様
な
自
然
環
境
と
生
態
系
を
守
り
，
次
世
代
に
引
き

継
い
で
い
く
た
め
，
積
極
的
に
そ
の
保
全
に
取
り
組
む
と
と
も
に
，
自
然
と
ふ
れ
あ
う
マ
ナ
ー
や
ル
ー
ル
を
学

び
，
自
然
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
場
所
と
し
て
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
自
然
環
境
の
持

続
可
能
な
範
囲
内
で
利
用
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
イ
　
特
別
保
護
地
区

　
特
別
保
護
地
区
（
自
然
公
園
法
第
21条

第
１
項
に
よ
る
特
別
保
護
地
区
を
い
う
。）
に
つ
い
て
は
，
原
生

的
自
然
が
残
る
地
域
な
ど
，
特
に
厳
重
に
自
然
景
観
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
で
あ
る
た
め
，
厳
正
な

保
護
を
図
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
ロ
　
特
別
地
域

　
特
別
地
域（
自
然
公
園
法
第
20条

第
１
項
又
は
県
立
自
然
公
園
条
例〔
昭
和
34年

宮
城
県
条
例
第
20号

〕第

10条
第
１
項
に
よ
る
特
別
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
つ
い
て
は
，
次
の
区
分
（
自
然
公
園
法
施
行
規

則
〔
昭
和
32年

厚
生
省
令
第
41号

〕
第
９
条
の
２
又
は
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
〔
昭
和
35年

宮
城
県

規
則
第
59号

〕
第
３
条
に
よ
る
特
別
地
域
の
区
分
を
い
う
。）
に
応
じ
た
土
地
利
用
を
図
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
�
　
第
１
種
特
別
地
域

　
第
１
種
特
別
地
域
に
つ
い
て
は
，
特
別
保
護
地
区
に
準
ず
る
景
観
を
有
し
，
特
別
地
域
の
う
ち
で
は
風

致
を
維
持
す
る
必
要
性
が
最
も
高
い
地
域
で
あ
る
た
め
，
現
在
の
景
観
を
極
力
維
持
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
�
　
第
２
種
特
別
地
域
・
第
３
種
特
別
地
域

　
第
２
種
特
別
地
域
・
第
３
種
特
別
地
域
に
つ
い
て
は
，
そ
の
風
致
の
維
持
を
図
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と
を
考
慮
し
て
，
都
市
的
土
地
利
用
を
行
う
た
め
の
開
発
行
為
は
極
力
避
け
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
ハ
　
普
通
地
域

　
普
通
地
域
（
自
然
公
園
法
第
33条

第
１
項
又
は
県
立
自
然
公
園
条
例
第
12条

第
１
項
に
よ
る
普
通
地
域
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
お
い
て
は
，
都
市
的
土
地
利
用
又
は
農
業
的
土
地
利
用
を
行
う
た
め
の
大
規
模
な

開
発
，
そ
の
他
自
然
公
園
と
し
て
の
風
景
地
の
保
護
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ
る
土
地
利
用
は
極
力
避

け
る
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　
自
然
保
全
地
域

　
自
然
保
全
地
域
は
，
良
好
な
自
然
環
境
を
形
成
し
て
い
る
地
域
で
，
そ
の
自
然
環
境
の
保
全
を
図
る
必
要
が

あ
る
地
域
で
あ
る
。

　
自
然
保
全
地
域
の
土
地
利
用
に
つ
い
て
は
，
生
物
多
様
性
を
確
保
し
，
広
く
県
民
が
そ
の
恵
沢
を
享
受
す
る

と
と
も
に
，
将
来
の
県
民
に
そ
の
優
れ
た
自
然
環
境
を
継
承
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
積
極
的
に
保
全
を
図

る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
イ
　
特
別
地
区

　
特
別
地
区
（
自
然
環
境
保
全
法
第
25条

第
１
項
又
は
自
然
環
境
保
全
条
例
〔
昭
和
47年

宮
城
県
条
例
第
25

号
〕
第
17条

第
１
項
に
よ
る
特
別
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
お
い
て
は
，
原
生
林
や
湿
原
，
貴
重
な

野
生
動
植
物
の
生
息
・
生
育
地
な
ど
の
指
定
の
趣
旨
を
考
慮
し
て
，
そ
の
特
定
の
自
然
環
境
の
状
況
に
対
応

し
た
適
正
な
保
全
を
図
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
ロ
　
普
通
地
区

　
普
通
地
区
（
自
然
環
境
保
全
法
第
28条

第
１
項
又
は
自
然
環
境
保
全
条
例
第
21条

第
１
項
に
よ
る
普
通
地

区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
お
い
て
は
，
原
則
と
し
て
土
地
の
利
用
目
的
を
変
更
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
２
　
五
地
域
区
分
の
重
複
す
る
地
域
に
お
け
る
土
地
利
用
に
関
す
る
調
整
指
導
方
針

　
都
市
地
域
，
農
業
地
域
，
森
林
地
域
，
自
然
公
園
地
域
又
は
自
然
保
全
地
域
の
う
ち
２
地
域
が
重
複
し
て
い
る
地

域
に
お
い
て
は
次
に
掲
げ
る
調
整
指
導
方
針
に
即
し
，
ま
た
，
３
以
上
の
地
域
が
重
複
す
る
地
域
に
お
い
て
は
，
次

に
掲
げ
る
調
整
指
導
方
針
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
か
ら
み
た
優
先
順
位
，
指
導
の
方
向
な
ど
を
考
慮
し
て
，
第

１
の
２
及
び
３
に
掲
げ
る
土
地
利
用
の
基
本
方
向
に
沿
っ
た
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
を
図
る
も
の
と
す

る
。

　
１
　
都
市
地
域
と
農
業
地
域
と
が
重
複
す
る
地
域

　
　
�
　
市
街
化
区
域
及
び
用
途
地
域
以
外
の
都
市
地
域
と
農
用
地
区
域
と
が
重
複
す
る
場
合

　
　
　
　
農
用
地
と
し
て
の
利
用
を
優
先
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　
市
街
化
区
域
及
び
用
途
地
域
以
外
の
都
市
地
域
と
農
用
地
区
域
以
外
の
農
業
地
域
と
が
重
複
す
る
場
合

　
土
地
利
用
の
現
況
に
留
意
し
つ
つ
，
農
業
上
の
利
用
と
の
調
整
を
図
り
な
が
ら
都
市
的
な
利
用
を
認
め
る
も

の
と
す
る
。

　
２
　
都
市
地
域
と
森
林
地
域
と
が
重
複
す
る
地
域



〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

お
ひ
さ
ま
キ
ッ
ズ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

平
塚
香
代
子

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
幸
町
五
丁
目
十
二
番
七
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
子
育
て
家
庭
に
対
し
て
様
々
な
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
子

育
て
し
や
す
い
地
域
づ
く
り
と
環
境
の
改
善
に
取
り
組
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日
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�
　
都
市
地
域
と
保
安
林
の
区
域
と
が
重
複
す
る
場
合

　
　
　
　
保
安
林
と
し
て
の
利
用
を
優
先
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　
市
街
化
区
域
及
び
用
途
地
域
と
保
安
林
の
区
域
以
外
の
森
林
地
域
と
が
重
複
す
る
場
合

　
　
　
　
都
市
的
な
利
用
を
優
先
す
る
が
，
緑
地
と
し
て
の
森
林
の
保
全
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　
市
街
化
区
域
及
び
用
途
地
域
以
外
の
都
市
地
域
と
保
安
林
の
区
域
以
外
の
森
林
地
域
と
が
重
複
す
る
場
合

　
森
林
と
し
て
の
利
用
の
現
況
に
留
意
し
つ
つ
，
森
林
と
し
て
の
利
用
と
の
調
整
を
図
り
な
が
ら
都
市
的
な
利

用
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。

　
３
　
都
市
地
域
と
自
然
公
園
地
域
と
が
重
複
す
る
地
域

　
　
�
　
市
街
化
調
整
区
域
と
特
別
地
域
と
が
重
複
す
る
場
合

　
　
　
　
自
然
公
園
と
し
て
の
保
護
及
び
利
用
を
優
先
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　
市
街
化
調
整
区
域
と
特
別
地
域
以
外
の
自
然
公
園
地
域
と
が
重
複
す
る
場
合

　
　
　
　
自
然
公
園
と
し
て
の
保
護
及
び
利
用
に
配
慮
し
つ
つ
，
両
地
域
の
調
整
を
図
っ
て
い
く
も
の
と
す
る
。

　
４
　
都
市
地
域
と
自
然
保
全
地
域
と
が
重
複
す
る
地
域

　
　
�
　
市
街
化
調
整
区
域
と
特
別
地
区
と
が
重
複
す
る
場
合

　
　
　
　
自
然
環
境
の
保
全
を
優
先
す
る
。

　
　
�
　
市
街
化
調
整
区
域
と
特
別
地
区
以
外
の
自
然
保
全
地
域
と
が
重
複
す
る
場
合

　
　
　
　
自
然
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
つ
つ
，
両
地
域
の
調
整
を
図
っ
て
い
く
も
の
と
す
る
。

　
５
　
農
業
地
域
と
森
林
地
域
と
が
重
複
す
る
地
域

　
　
�
　
農
業
地
域
と
保
安
林
の
区
域
と
が
重
複
す
る
場
合

　
　
　
　
保
安
林
と
し
て
の
利
用
を
優
先
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　
農
用
地
区
域
と
保
安
林
の
区
域
以
外
の
森
林
地
域
と
が
重
複
す
る
場
合

　
農
用
地
と
し
て
の
利
用
を
優
先
す
る
も
の
と
す
る
が
，
農
業
上
の
利
用
と
の
調
整
を
図
り
な
が
ら
森
林
と
し

て
の
利
用
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　
農
用
地
区
域
以
外
の
農
業
地
域
と
保
安
林
の
区
域
以
外
の
森
林
地
域
と
が
重
複
す
る
場
合

　
原
則
と
し
て
，
森
林
と
し
て
の
利
用
を
優
先
す
る
も
の
と
す
る
が
，
森
林
と
し
て
の
利
用
と
の
調
整
を
図
り

な
が
ら
農
業
上
の
利
用
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。

　
６
　
農
業
地
域
と
自
然
公
園
地
域
と
が
重
複
す
る
地
域

　
　
�
　
農
業
地
域
と
特
別
地
域
と
が
重
複
す
る
場
合

　
　
　
　
自
然
公
園
と
し
て
の
保
護
及
び
利
用
を
優
先
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　
農
業
地
域
と
特
別
地
域
以
外
の
自
然
公
園
地
域
と
が
重
複
す
る
場
合

　
　
　
　
両
地
域
が
両
立
す
る
よ
う
調
整
を
図
っ
て
い
く
も
の
と
す
る
。

　
７
　
農
業
地
域
と
自
然
保
全
地
域
と
が
重
複
す
る
地
域

　
　
�
　
農
業
地
域
と
特
別
地
区
と
が
重
複
す
る
場
合

　
　
　
　
自
然
環
境
の
保
全
を
優
先
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　
農
業
地
域
と
特
別
地
区
以
外
の
自
然
保
全
地
域
と
が
重
複
す
る
場
合

　
　
　
　
両
地
域
が
両
立
す
る
よ
う
調
整
を
図
っ
て
い
く
も
の
と
す
る
。

　
８
　
森
林
地
域
と
自
然
公
園
地
域
と
が
重
複
す
る
地
域

　
　
　
両
地
域
が
両
立
す
る
よ
う
調
整
を
図
っ
て
い
く
も
の
と
す
る
。

　
９
　
森
林
地
域
と
自
然
保
全
地
域
と
が
重
複
す
る
地
域

　
　
　
両
地
域
が
両
立
す
る
よ
う
調
整
を
図
っ
て
い
く
も
の
と
す
る
。

第
３
　
公
的
機
関
の
開
発
保
全
整
備
計
画

　
豊
か
で
住
み
よ
い
県
土
を
創
造
し
，
更
に
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
，
今
後
も
自
然
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
，
生
活

環
境
の
整
備
を
充
実
し
な
が
ら
，
国
や
地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
公
的
機
関
の
開
発
保
全
整
備
計
画
の
実
施
を
推
進

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
た
め
，
別
表
に
掲
げ
る
公
的
機
関
に
よ
る
開
発
保
全
整
備
計
画
に
つ
い
て
，
そ
の
社
会
的
目
標
を
確
保
す
る

た
め
当
該
計
画
に
基
づ
く
事
業
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
，
土
地
利
用
上
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表

事
業
主
体

計
画
主
体

位
　
　
置

規
模

（
�
）

事
業
目
的

計
　
　
画
　
　
名

東
北
防
衛
局

東
北
防
衛
局

黒
川
郡
大
和
町
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緑
地
整
備

王
城
寺
原
演
習
場
周
辺
緑
地

整
備
計
画



〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

サ
ン
・
エ
ー

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

大
場　

京
子

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

栗
原
市
築
館
字
八
沢
南
沢
八
十
五
番
地

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
就
労
意
欲
の
あ
る
障
害
者
、
就
労
の
可
能
性
の
あ
る
障
害
者
に
対

し
て
、主
に
障
害
者
自
立
支
援
法
な
ど
に
基
づ
く
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
、

障
害
者
の
就
労
促
進
、
自
立
に
寄
与
す
る
こ
と
、
ま
た
就
労
が
困
難
な
障
害
者
に

対
し
て
も
生
活
支
援
や
相
談
事
業
な
ど
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
障
害
者
福
祉
の

増
進
を
図
り
、
社
会
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
美
郡
色
麻
町
色
麻

土
地
改
良
区
に
係
る
高
城
地
区
の
交
換
分
合
計
画
に
つ
い
て
平
成
二
十
三
年
四
月
八
日
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　
　
　

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
北
三
九
の
七

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
か
ん
養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
加
美
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
五
日

二　

商
号
又
は
名
称
等
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商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
デ
ザ
イ

ン
ハ
ウ
ス
ノ
ア

相
澤　

武

株
式
会
社
三
協
建

設高
嶋　

悦
男

宮
城
県
ビ
ル
リ

フ
ォ
ー
ム
協
同
組

合水
谷　

行
雄

有
限
会
社
早
坂
組

建
設
工
業

早
坂　

強

ム
ラ
キ
商
会

村
木　

富
雄

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

仙
台
市
若
林
区
連
坊
一
丁

目
十－

二
十
二

大
崎
市
古
川
新
田
字
旭
八

十
三－

一

仙
台
市
青
葉
区
昭
和
町
二

－

二
十
三
ノ
ー
ヴ
ス
ア
ー

バ
ン
ビ
ル
五
〇
一
号

仙
台
市
泉
区
東
黒
松
十
四

－

三
仙
台
市
泉
区
南
光
台
五
丁

目
二
十
三－

三
十
二

建

設

業

許

可

番

号

般－

十
九

第
九
千
六
百
八

十
八
号

般－

二
十
二

第
九
千
七
百
五

十
四
号

般－

十
九

第
一
万
千
七
百

十
二
号

般－

十
八

第
一
万
二
千
三

百
二
十
一
号

般－

十
九

第
一
万
三
千
八

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類　
　
　

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

塗
装
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
三
年

 

三
月
二
日

平
成
二
十
三
年

 

三
月
九
日

平
成
二
十
三
年

 

三
月
十
日

平
成
二
十
三
年

 

三
月
三
日

平
成
二
十
三
年

 

三
月
四
日



三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
物
品
等
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
Ａ
Ｓ
Ｐ
サ
ー
ビ
ス

提
供
他
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町

三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
九
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

日
本
電
気
株
式
会
社
東
北
支
社
（
み
や
ぎ
物
品
等
電
子
調
達
Ａ
Ｓ
Ｐ
提
供
企
業
連

合
代
表
構
成
員
）　

仙
台
市
青
葉
区
中
央
四
丁
目
六
番
一
号

五　

落
札
金
額　

二
億
六
千
八
百
三
十
八
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
付
け
で
公
告
し
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
を
中

止
す
る
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
を
中
止
す
る
業
務

１　

業
務
等
件
名
及
び
数
量　

宮
城
県
教
育
情
報
シ
ス
テ
ム
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
等
調
達
業
務　

一

式

　

２　

履
行
期
間　

平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

　

３　

履
行
の
場
所　

受
託
業
者
の
施
設

二　

入
札
を
中
止
す
る
理
由

　
　

平
成
二
十
三
年
東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ
り，

入
札
の
実
施
が
困
難
な
た
め

三　

そ
の
他

　
　

こ
の
入
札
中
止
の
広
告
の
内
容
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

〒
九
八
〇－

八
四
二
三　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
義
務
教
育
課
指
導
班
（
担
当　

加
藤
高
政　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
六
四
四
）

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
教
育
庁
特
別
支
援
教
育
室　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
ミ
ヤ
コ
ー
バ
ス　

仙
台
市
泉
区
泉
ヶ
丘
三
丁
目
十

三
番
二
十
号

五　

落
札
金
額　

一
億
五
千
五
百
七
万
千
三
百
五
十
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
き　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
立
石
巻
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
教
育
庁
特
別
支
援
教
育
室　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

有
限
会
社
畳
石
観
光　

石
巻
市
須
江
字
畳
石
五
十
番
地
二

五　

落
札
金
額　

九
千
八
百
四
十
七
万
五
千
三
百
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
き　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
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百
二
十
八
号

　

内
装
仕
上
工
事
業



　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
立
古
川
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
教
育
庁
特
別
支
援
教
育
室　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
ミ
ヤ
コ
ー
バ
ス　

仙
台
市
泉
区
泉
ヶ
丘
三
丁
目
十

三
番
二
十
号

五　

落
札
金
額　

一
億
二
千
三
百
九
十
七
万
八
千
七
百
五
十
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
き　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
立
気
仙
沼
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
教
育
庁
特
別
支
援
教
育
室　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

有
限
会
社
大
上
観
光
バ
ス　

気
仙
沼
市
古
町
一
丁
目
三
番
四

十
一
号

五　

落
札
金
額　

五
千
八
百
十
一
万
三
千
百
八
十
四
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
き　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
教
育
庁
特
別
支
援
教
育
室　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
ミ
ヤ
コ
ー
バ
ス　

仙
台
市
泉
区
泉
ヶ
丘
三
丁
目
十

三
番
二
十
号

五　

落
札
金
額　

一
億
八
千
三
百
三
十
九
万
八
千
二
百
五
十
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
き　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
教
育
庁
特
別
支
援
教
育
室　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

有
限
会
社
は
ら
ま
ち
旅
行　

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
牛
来

字
石
橋
百
十
四
番
三
号

五　

落
札
金
額　

八
千
五
十
七
万
七
百
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
き　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
教
育
庁
特
別
支
援
教
育
室　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
ミ
ヤ
コ
ー
バ
ス　

仙
台
市
泉
区
泉
ヶ
丘
三
丁
目
十

三
番
二
十
号

五　

落
札
金
額　

二
億
三
十
四
万
千
五
十
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
き　

一
般
競
争
入
札
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七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
立
金
成
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
教
育
庁
特
別
支
援
教
育
室　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

グ
リ
ー
ン
観
光
バ
ス
株
式
会
社　

栗
原
市
築
館
字
下
宮
野
町

下
三
十
一
番
一
号

五　

落
札
金
額　

四
千
十
三
万
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
き　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
立
迫
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
教
育
庁
特
別
支
援
教
育
室　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

有
限
会
社
畳
石
観
光　

石
巻
市
須
江
字
畳
石
五
十
番
地
二

五　

落
札
金
額　

五
千
百
十
五
万
九
百
六
十
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
き　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
立
山
元
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
教
育
庁
特
別
支
援
教
育
室　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
タ
ケ
ヤ
交
通　

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
中
町

三
十
八
番
地

五　

落
札
金
額　

二
千
五
百
五
十
七
万
八
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
き　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日

 
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
東
北
地

方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
宮
城
県
地
先
の
海
域
に
お
い
て
、
が
れ
き
そ
の
他
の
漂
着
物
及
び
沈
没
物
が
散

乱
し
、
漁
船
の
航
行
及
び
操
業
並
び
に
漁
獲
物
の
衛
生
上
の
安
全
を
確
保
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
た
め
、
漁
業
の
操
業

を
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

 

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会　

長　
　

畠　
　

山　
　

喜　
　

勝　
　
　

一　

制
限
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

二　

制
限
の
内
容

１　

宮
城
県
地
先
海
面
に
お
い
て
、
わ
か
め
及
び
ほ
た
て
貝
の
採
苗
並
び
に
種
か
き
の
仮
植
を
除
き
、
区
画
漁
業
権

の
行
使
を
停
止
す
る
。

２　

宮
城
県
沖
合
海
面
に
お
い
て
、
総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
を
使
用
し
て
漁
業
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
指
定
漁
業
及
び
特
定
大
臣
許
可
漁
業
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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